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Chemicals:新化学品規制，現在審議中）などがその代表で
ある。これらは世界各国へも大きな影響をもたらし，米国
カリフォルニア州や中国，韓国でも RoHS指令に類似した
規制する動きが進められている。
日本では，家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化
法），資源有効利用促進法などの法整備がなされてきた。
また，2005年 12月には J-Moss（JIS C 0950「電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表示方法（The marking for 

presence of thespecifi c chemical substances for electrical 
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さまざまな濃度既知の試料を測定し，（1）式を用いて本装
置の検出限界を求めた。本測定で採用した条件を Table 2

に，求めた検出限界を Table 3に，X線スペクトルの一例
を Fig. 3に示す。一次フィルタを使用して測定するとプラ
スチックの場合，厚さ 2 mmの試料での検出限界は
10 µg/g以下となり，十分な感度が得られている。また，

各種金属でも測定時間を十分取ることにより，しきい値の
1/10から 1/20以下の感度が得られた。しかし，Fig. 3試
料（D）にみられるようにマトリックスが Snなどの重金属
では，一次フィルタを用いない方が Pbの検出感度は良く
なる場合がある。このように検出限界は，試料の形状や厚
さ並びに X線の照射面積によって大きく左右されるととも

Table 3  Lower limit of detection of environmentally hazardous substance in samples








